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議案第６４号 市長及び副市長の給与等に関する条例及び和光市教育委員会教育長の

給与等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて

担 当 職員課

【目的】

令和３年８月１０日の人事院勧告に基づく一般職の給与改定に準じて、市長、副市長

及び教育長の給与についても、同様の改定を行うものです。

【内容】

市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を令和３年度から年間で０．１５月分

引き下げ、年間支給割合を４．１５月とします。
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議案第６５号 職員の給与に関する条例及び和光市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部を改正する条例を定めることについて

担 当 職員課

【目的】

令和３年８月１０日の人事院勧告を受け、当市においても人事院勧告に準拠して職員

の給与を改定するものです。

【内容】

職員の期末手当の支給割合を令和３年度から年間で０．１５月分引き下げ、勤勉手当

と合わせた年間支給割合を４．３月とし、再任用職員についても０．１月分引き下げ、

勤勉手当と合わせた年間支給割合を２．２５月とします。

また、会計年度任用職員についても、令和３年度から期末手当の支給割合を年間で

０．１５月分引き下げ、年間支給割合を２．４月とします。


